
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年２月６日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

冷却用多連ファン

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　業務用のラック等に収納され、情報・通信機器の冷却用として使用されるファン
トレイである。

○構造、仕様、意匠
　３，６又は９の冷却用ファン（１２０㎜角）が、板金ケース内に組み込まれてユ
ニット化され、ラック上部又は下部に取り付けられる。
　板金ケースの寸法は、高さ４４.５㎜、幅４３０㎜、奥行きはファンの搭載数に
より異なる。ユニットには、電流ヒューズ、電源プラグ付コードが取り付けられて
いる
　　定格：１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、５０～１００Ｗ程度（ファン搭載数により
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　異なる。）
○ 主な販売先
事務機器事業者、通信機器事業者等に販売される。

２　対象・非対象の解釈

　特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「送風機」として取り扱
う。

（理由）
　主に、業務用ラック等に組み込まれて使用されるものであるが、汎用性を有する
機器であることから、「送風機」として取り扱うのが妥当と判断する。

（参考写真）


